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令和６年第１１回東大和市選挙管理委員会会議録 

１ 日 時  令和６年１０月１１日（金）午前１０時００分から 

２ 場 所  東大和市役所 会議棟第７会議室 

３ 出 席 委 員  （４名）我妻 英市、西永 宣昭、北田 和雄、糟谷 勝博 

４ 欠 席 委 員  なし 

５ 事務局職員  （２名） 事務局長 石川 博隆 

              選挙係長 内野 隆行 

６ 出席説明員  なし 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議 事 日 程 

 第 １ 仮席次の指定について 

 第 ２ 第 １号選挙 東大和市選挙管理委員会委員長の選挙について 

 第 ３ 会議録署名委員の指名について 

 第 ４ 会期の決定について 

 第 ５ 第 １号選任 東大和市選挙管理委員会委員長職務代理者の選任について 

 第 ６ 席次の指定について 

 第 ７ 第 ２号選任 東大和市明るい選挙推進協議会委員の選任について 

 第 ８ 第３３号議案 東大和市在外選挙人名簿からの抹消について 

 第 ９ 第３４号議案 東大和市在外選挙人名簿への登録について 

 第１０ 第３５号議案 令和６年１０月２７日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所 

            裁判官国民審査執行計画（案）について 

 第１１ 第３６号議案 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う 

            期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者の選任について 

 第１２ 第３７号議案 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う 

            期日前投票所の投票立会人の選任について 

 第１３ 第３８号議案 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う 

            外部立会人の選定について 

 第１４ 報  告 
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 午前１０時００分開会 

  

事務局長（石川）  おはようございます。 

  本日は委員改選後、最初の委員会でございます。 

 私、選挙管理委員会事務局長の石川と申します。よろしくお願い申 

 し上げます。 

  議長につきましては、委員長が選挙されるまでの間、東大和市選挙 

 管理委員会規程第２条第２項において準用する地方自治法第１０７条 

 の規定により、出席委員の中で年長の委員が臨時議長の職務を行うこ 

 ととなっております。 

  本日の出席委員の中で、年長委員は我妻委員でございます。 

 我妻委員をご紹介申し上げます。よろしくお願いいたします。 

  

 臨時議長 我妻委員 登壇・着席 

  

臨時議長（我妻）  おはようございます。 

  ただいまご紹介いただきました我妻でございます。 

  東大和市選挙管理委員会規程第２条第２項において準用する地方自 

 治法第１０７条の規定により、委員長選挙が終了するまでの間、臨時 

 議長の職務を行います。よろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

  会議に入る前に、初めて顔を合わせる委員の方もいらっしゃるかと 

 思われますので、委員の皆様から簡単に自己紹介をいただきたいと思 

 います。 

  

 各委員、順番に自己紹介を行う 

  

臨時議長（我妻）  ありがとうございました。 

  それでは、議事日程に従い、ただいまから令和６年第１１回東大和 

 市選挙管理委員会を開会いたします。 

  日程第１ 仮席次の指定について、仮席次はただいまの御着席の席 

 次といたします。 

  日程第２ 第１号選挙 東大和市選挙管理委員会委員長の選挙につ 
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 いて、事務局からの説明を求めます。 

  

事務局長（石川） 日程第２ 第１号選挙「東大和市選挙管理委員会委員長の選挙につ 

 いて」を説明いたします。地方自治法第１８７条第１項により、委員 

 長は委員の中から選挙しなければならない、同条第２項で委員長は委 

 員を代表すると定められております。東大和市選挙管理委員会規程で 

 は、第２条第１項の規定による無記名投票によるほか、同条３項の規 

 定により委員の中に異議がないときは、指名推選の方法を用いて行う 

 ことができるとされています。事務局からの説明は以上です。議長に 

 おいてよろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 

  

臨時議長（我妻） 事務局からの説明が終わりました。何かご質問等ございますか。 

  

委員（西永）  検討したいので、暫時休憩を求めます。 

  

臨時議長（我妻）  西永委員より暫時休憩の求めがありましたので、暫時休憩といたし 

 ます。事務局の退室を求めます。 

  

 １０：０８ 事務局退室 

  

 １０：１４ 再開 

  

臨時議長（我妻）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  委員長の選挙方法について何かご意見有りますでしょうか。 

  

 委員から「指名推選」との声あり 

  

臨時議長（我妻）  「指名推選」との発言がございました。 

  お諮りいたします。 

  委員長の選挙は、東大和市選挙管理委員会規程第２条第３項の規定 

 により、指名推選の方法を用いることとし、すべての委員の同意をも 

 って、被指名人を当選人とすることにご異議ございませんか。 
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 委員から「異議なし」との声あり 

  

臨時議長（我妻）  ご異議ないものと認め、さよう決します。 

  それでは、委員長の推選をお願いいたします。 

  

委員（北田）  西永委員を委員長に推選します。 

  

臨時議長（我妻）  ただいま、西永委員との発言がございました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま推選のありました西永委員を当選人と定めることにご異議 

 ございませんか。 

  

 委員から「異議なし」との声あり 

  

臨時議長（我妻）  ご異議ないものと認め、西永委員を東大和市選挙管理委員会委員長 

 選挙の当選人といたします。 

  委員長が決まりましたので、臨時議長の職を解かせていただきます。 

 ありがとうございました。 

  

 臨時議長 我妻委員 降壇・着席 

 委員長 登壇・着席・挨拶 

  

委員長（西永）  それでは、議事日程に従い、議事を進行いたします。 

  日程第３ 会議録署名委員について、我妻委員を指名いたします。 

  次に日程第４ 会期の決定については、本日１日といたしたいと思 

 いますが、これにご異議ございませんか。 

  

 委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  ご異議ないものと認め、会期は本日１日といたします。 

 次に、日程第５ 第１号選任 東大和市選挙管理委員会委員長職務 
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 代理者の選任についてですが、委員長職務代理者については、北田委 

 員を指名します。 

  続きまして、日程第６ 席次の指定について、事務局から何か提言 

 等ありましたら、お願いします。 

  

事務局長（石川）  日程第６ 席次の指定につきましては、慣例では、現在、委員長が 

 着席している席を委員長の席とし、１番の席を委員長職務代理者の 

 席、それ以降は年長の委員から順番に２番の席、３番の席となってお 

 りました。以上でございます。 

  

委員長（西永）  事務局からの提言がありましたが、今回も慣例によりたいと存じま 

 すが、いかがでしょうか。 

  

 委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、 

  １番 北田 和雄委員長職務代理者 

  ２番 我妻 英市委員 

  ３番 糟谷 勝博委員 

  以上のとおり指定いたします。 

  

 各委員はそれぞれの席に移動 

  

委員長（西永）  引き続き議事を進行します。 

 日程第７ 第２号選任 東大和市明るい選挙推進協議会委員の選任 

 について、事務局より説明を求めます。 

  

事務局長（石川） 日程第７ 第２号選任 東大和市明るい選挙推進協議会委員の選任 

 について説明いたします。明るい選挙推進協議会会長より推薦依頼が 

 送付されておりますことから、選挙管理委員の中からお一人を明るい 

 選挙推進協議会委員に選任していただくようお願いするものでありま 

 す。 
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委員長（西永）  事務局からの説明が終わりました。何かご質問等ございますでしょ 

 うか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  ご質問はないようですので、委員の中から１名明るい選挙推進協議 

 会委員を担当していただきたいと思いますが、担当していただける方 

 はいらっしゃいますか。 

  

委員（糟谷）  我妻委員を推薦します。 

  

委員長（西永）  ただいま、我妻委員への推薦がございました。我妻委員はいかがで 

 すか。 

  

委員（我妻）  私でよろしければ、担当させていただきます。 

  

委員長（西永）  それでは、明るい選挙推進協議会委員は我妻委員を選任いたします。 

 ここで議事運営の都合上、暫時休憩いたします。 

  

 １０：２５ 暫時休憩 

  

 １０：２７ 再開 

  

委員長（西永）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第８ 第３３号議案「東大和市在外選挙人名簿からの抹消につ 

 いて」を議題に供します。事務局から提案理由と説明を求めます。 

  

事務局長（石川）  日程第８ 第３３号議案「東大和市在外選挙人名簿からの抹消につ 

 いて」を説明いたします。 

  ５ページをご覧ください。今回、在外選挙人名簿から抹消する者は 

 男性１名でございます。令和６年８月８日第２８号議案議決後の登録 
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 者数は男性２６名、女性３７名、計６３名でした。今回男性１名を抹 

 消することにより、令和６年１０月１１日第３３号議案議決後の登録 

 者数は男性２５名、女性３７名、計６２名となります。 

 お手元に抹消者一覧を配布してありますので、よろしくご審議をお 

 願いいたします。 

  

委員長（西永）  事務局からの説明が終わりました。何かご質問等ございますでしょ 

 うか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  ご質問は無いようですのでお諮りいたします。第３３号議案「東大 

 和市在外選挙人名簿からの抹消について」は、原案のとおり可決決定 

 することにご異議ございませんか。 

  

 全委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、第３３号議案「東大和市在外選挙人名 

 簿からの抹消について」は、原案のとおり可決決定といたします。 

  続きまして、日程第９ 第３４号議案「東大和市在外選挙人名簿へ 

 の登録について」を議題に供します。事務局から提案理由と説明を求 

 めます。 

  

事務局長（石川） 日程第９ 第３４号議案「東大和市在外選挙人名簿への登録につい 

 て」を説明いたします。 

  ７ページをご覧ください。今回、在外選挙人名簿へ登録する者は男 

 性２人、女性１人でございます。令和６年１０月１１日第３３号議案 

 議決後の登録者数は男性２５人、女性３７人、計６２人でした。今回男 

 性２人、女性１人を登録することにより、令和６年１０月１１日第 

 ３４号議案議決後の登録者数は男性２７人、女性３８、計６５人とな 

 ります。 

  お手元に登録者一覧を配布してありますので、よろしくご審議をお 
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 願いいたします。 

  

 全委員、新規登録者一覧を確認 

  

委員長（西永）  それでは、何かご質問等ございますでしょうか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  ご質問は無いようですので、お諮りいたします。第３４号議案「東大 

 和市在外選挙人名簿への登録について」は、原案のとおり可決決定す 

 ることにご異議ございませんか。 

  

 全委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、第３４号議案「東大和市在外選挙人名 

 簿への登録について」は、原案のとおり可決決定といたします。 

  続きまして、日程第１０ 第３５号議案「令和６年１０月２７日執 

 行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行計画（案）に 

 ついて」を議題に供します。事務局からの説明を求めます。 

  

事務局長（石川）  それでは、日程第１０ 第３５号議案「令和６年１０月２７日執行 

 の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行計画（案）につ 

 いて」の提案理由と説明を申し上げます。 

  令和６年１０月１日付解散表明により衆議院議員選挙及び最高裁判 

 所裁判官国民審査が執行されることとなったことから、東大和市選挙 

 管理委員会による執行計画を定めるものであります。 

  第１「選挙期日の公示日及び選挙期日」でありますが、公示日は令 

 和６年１０月１５日（火）、選挙期日を同年１０月２７日（日）とする 

 ものであります。 

  第２「選挙すべき数」は、小選挙区選出東京都第２０区では１人、 

 全２８９選挙区において２８９人であります。比例代表選出東京都選 

 挙区では１９人、全１１選挙区において１７６人であります。 
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  第３「執行要領」についてであります。 

  １ 選挙人名簿への登録ですが、基準日は令和６年１０月１４日 

 （月）。年齢要件については選挙期日の同年１０月２７日（日）による 

 ものであります。基準日当日が登録日となります。 

  ２ ポスター掲示場の設置は、市内１１１か所であります。 

  ３ 投票日時は、令和６年１０月２７日（日）午前７時から午後８ 

 時までであります。 

  ４ 投票管理者及び同職務代理者の選任については各１５人で、投 

 票管理者にあっては当市の管理職にあるものから、同職務代理者に 

 あっては当市の主査職にあるものから選任いたします。 

  ５ 投票立会人の選任は、１投票区午前午後の交代制により４人、 

 全１５投票区で６０人を選任いたします。 

 ６ 投・開票所の指定でありますが、投票所は別紙のとおりの１５ 

 か所、開票所は市民体育館１か所を指定いたします。 

  ７ 投票所入場整理券ですが、発行枚数約７１，０００枚。配布方 

 法は郵送でいたします。 

 ８ 投票用紙ですが、東京都選挙管理委員会で調製し、市に送付さ 

 れます。 

 ９ 期日前投票の期間等についてでありますが、期間は令和６年 

 １０月１６日（水）から１０月２６日（土）までの１１日間、毎日午 

 前８時３０分から午後８時まで、当市会議棟第１会議室において行い 

 ます。 

 投票菅理者・同職務代理者は各日１人ずつ選任いたします。投票立 

 会人は各日２人を選任いたします。 

  １０ 不在者投票の期間等でありますが、対象者については執行計 

 画（案）に記載のとおりで期間等につきましては期日前投票と同じで 

 あります。 

 １１ 投票所及び不在者投票記載場所における候補者氏名等掲示順 

 序を定めるくじの執行については、令和６年１０月１５日（火）午後 

 ５時３０分から行います。 

  １２ 選挙公報の配布等についてでありますが、選挙広報は、東京 

 都選挙管理委員会で発行し市に送付されます。市においての配布方法 
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 は配布業者による全戸配布を行います。 

 １３ 開票日時等についてでありますが、令和６年１０月２７日 

 （日）午後９時から市民体育館で開票いたします。 

  １４ 開票管理者及び同職務代理者の選任についてですが、開票管 

 理者に西永選挙管理委員長、同職務代理者に北田選管委員長職務代理 

 を選任するものです。 

 １５ 開票立会人の選任等についてでありますが、届出期限は令和 

 ６年１０月２４日（木）午後５時まで、選任のくじは同日午後６時か 

 ら開催予定の選挙管理委員会において執行いたします。 

 第４「選挙啓発」は、ホームページでご案内いたす他、ご覧のとお 

 りです。 

 第５「選挙事務従事者」については、投票事務関係者約７５人、開 

 票事務関係者は約１００人を見込んでおります。 

 第６「主要事務日程」は別紙３をご参照ください。 

  以上です。 

  

委員長（西永）  事務局からの説明が終わりました。ご意見、ご質問等ありましたら、 

 お願いいたします。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  特にご質問は無しとのことなので、採決いたします。第３５号議案 

 「令和６年１０月２７日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 

 国民審査執行計画（案）について」を原案どおり可決決定することに、 

 ご異議ございませんか。 

  

 全委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、第３５号議案「令和６年１０月２７日 

 執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行計画（案） 

 について」は、原案どおり可決決定いたします。 

  次に、日程第１１ 第３６号議案「衆議院議員選挙及び最高裁判所 
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 裁判官国民審査の執行に伴う期日前投票所の投票管理者及び同職務代 

 理者の選任について」を議題に供します。事務局から提案理由と説明 

 を求めます。 

  

事務局長（石川）  日程第１１ 第３６号議案「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 

 国民審査の執行に伴う期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者の 

 選任について」を説明いたします。 

  本年１０月２７日に執行される衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判 

 官国民審査について、公職選挙法第４８条の２第５項の規定により読 

 み替えて適用する同法第３７条の規定により期日前投票所の投票管理 

 者、同法施行令第４９条の７の規定により読み替えて適用する同施行 

 令第２４条の規定により同職務代理者の選任をお願いするものであり 

 ます。議案書中「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査東大 

 和市期日前投票所投票管理者及び職務代理者」の一覧に掲載する方々 

 につき選任していただきたく、よろしくご審議をお願いいたします。 

 以上です。 

  

委員長（西永） 事務局からの説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  特にご質問はなしとのことなので、採決いたします。第３６号議案 

 「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う期日前 

 投票所の投票管理者及び同職務代理者の選任について」を原案どおり 

 可決決定することに、ご異議ございませんか。 

  

 全委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、第３６号議案「衆議院議員選挙及び最 

 高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う期日前投票所の投票管理者及び 

 同職務代理者の選任について」は、原案どおり可決決定いたします。 

  次に、日程第１２ 第３７号議案「衆議院議員選挙及び最高裁判所 
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 裁判官国民審査の執行に伴う期日前投票所の投票立会人の選任につい 

 て」を議題に供します。事務局から提案理由と説明を求めます。 

  

事務局長（石川）  日程第１２ 第３７号議案「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 

 国民審査の執行に伴う期日前投票所の投票立会人の選任について」を 

 説明いたします。 

  本年１０月２７日に執行される衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判 

 官国民審査について、公職選挙法第４８条の２第５項の規定により読 

 み替えて適用する同法第３８条の規定により、期日前投票期間中の各 

 日２人の投票立会人の選任をお願いするものであります。議案書中の 

 「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査東大和市期日前投票 

 所投票立会人」の一覧に掲載した方々を選任していただきたく、よろ 

 しくご審議をお願いいたします。以上です。 

  

委員長（西永）  事務局からの説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  特にご質問はなしとのことなので、採決いたします。第３７号議案 

 「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う期日前 

 投票所の投票立会人の選任について」を原案どおり可決決定すること 

 に、ご異議ございませんか。 

  

 全委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、第３７号議案「衆議院議員選挙及び最 

 高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う期日前投票所の投票立会人の選 

 任について」は、原案どおり可決決定いたします。 

  次に、日程第１３ 第３８号議案「衆議院議員選挙及び最高裁判所 

 裁判官国民審査の執行に伴う外部立会人の選定について」を議題に供 

 します。事務局から提案理由と説明を求めます。 
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事務局長（石川）  日程第１３ 第３８号議案「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 

 国民審査の執行に伴う外部立会人の選定について」の提案理由と内容 

 を説明申し上げます。  

 当市内には、東京都選挙管理委員会の指定を受けた不在者投票施設 

 が９カ所ございます。今回の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国 

 民審査につきましても、当該９カ所の施設におきまして、それぞれ入 

 院・入所されている方を対象に不在者投票が行われます。この内、社 

 会福祉法人多摩大和園の特別養護老人ホームさくら苑から外部立会人 

 の要請を受けました。公職選挙法第４９条第１０項の規定により、議 

 案書に記載いたしました外部立会人候補者を選定していただきたく、 

 よろしくご審議をお願いいたします。以上です。 

  

委員長（西永）  事務局からの説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  特にご質問はなしとのことなので、採決いたします。第３８号議案 

 「衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う外部立 

 会人の選定について」を原案どおり可決決定することに、ご異議ござ 

 いませんか。 

  

 全委員から「異議なし」の声あり 

  

委員長（西永）  異議なしとのことですので、第３８号議案「衆議院議員選挙及び最 

 高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う外部立会人の選定について」は、 

 原案どおり可決決定いたします。 

  続きまして、日程第１４ 報告ですが、事務局から何かありました 

 らお願いします。 

  

事務局長（石川）  それでは、報告事項を申し上げます。 

  

 資料に基づき、報告と今後の日程を伝える。 
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事務局長（石川）  以上で報告事項を終わります。 

  

委員長（西永） 事務局からの報告が終わりました。委員の皆様から何かございます 

 でしょうか。 

  

 全委員から「なし」の声あり 

  

委員長（西永）  委員の皆様から特に無いようです。本日予定しておりました議事は 

 全て終了いたしました。 

  以上で、令和６年第１１回東大和市選挙管理委員会を閉会いたしま 

 す。 

  お疲れ様でした。 

  

 午前１１時１０分 閉会 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


